養育費の受取りを
サポートします
子どもの健やかな成長と未来のために







養育費は、子どもが自立するまでに必要な衣食住の費用、教育費及び医療費等のことをいいます。
　子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
　
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもの関係を大切にするためにも、離婚時等にきちんと取決めておくようにしましょう。


養育費確保等支援事業









その❶

その❷
その❸

養育費の
「取決め」を支援

養育費の
「受取り」を支援
手続きを
「同行」して支援




公正証書作成やADR利用時などに係る費用を補助します。



保証会社との養育費契約締結時にかかる費用を補助します。

公証役場や家庭裁判所等への同行支援を実施します。




上限
３万円

上限
５万円
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https://・・・（URLを貼る）
ＱＲコード
詳細は京都市情報館からも確認することができます

公証役場
離婚相手
本人
京都市
①取決め
①取決め
②手数料
⑤養育費
③申請
④助成
❶養育費の「取決め」を支援

裁判によらず、中立の専門家の仲介のもと、話し合いで、簡易・迅速に、比較的低廉な費用で問題を解決する制度です。
ADR（裁判外紛争解決手続）とは？
公正証書とは？

養育費の取決め内容等について、公証役場の公証人に作成してもらう文書です。
公正証書に養育費の支払が滞ってしまった場合は、強制的に執行できる旨の記載があれば、裁判所の判決と同様に強制執行が可能となります。
対象者
京都市にお住まいのひとり親家庭等のうち次の要件をすべて満たす方
・養育費の支払いに関する債務名義を有していること
・養育費の取決め対象となる児童と生計を同一にしていること
・養育費の取決めに係る経費を負担していること
・過去に同様の内容の補助金を交付されていない、または交付される予定がないこと
補助の対象となる費用・補助金額
①公正証書を作成する際に要する公証人手数料等の費用…【上限３万円】
②家事調停の際に要する収入印紙代等の費用…【上限３万円】
③ADR（裁判外紛争解決手続）の利用に要する費用…【上限５万円】

○公正証書作成等費用補助金
養育費について文書で取決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。
　取決めは、公正証書や調停調書など公的な書類にしておくことで、養育費の不払いの際に差押え等ができるようになります。
　公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を市が助成します。


②保証料
③立替
①契約
④申請
⑦支払
⑥請求
保証会社
離婚相手
本人
京都市
⑤助成
対象者

京都市にお住まいのひとり親家庭等のうち次の要件をすべて満たす方
・養育費の支払いに関する債務名義を有していること
・養育費の取決め対象となる児童と生計を同一にしていること
・養育費の取決めに係る経費を負担していること
・過去に同様の内容の補助金を交付されていない、または交付される予定がないこと
補助の対象となる費用・補助金額
・新たに保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用…【上限5万円】


❷養育費の「受取り」を支援
ＱＲコード
対象者
京都市にお住まいのひとり親家庭等のうち、養育費の取決め対象となる児童と現に生計を同一にしている方
必要書類
・申込書（様式は以下のURLより確認することができます）
【申込様式・記載例】https://・・・
※支援を利用するにあたっては事前予約が必要です。
申込先　京都市ひとり親家庭支援センター　ゆめあす

本市では、養育費の取決めに係る本人手続きをサポートするために、相談員による公証役場や裁判所等への同行支援を行います。
❸手続きを「同行」して支援
○公証役場、家庭裁判所等への同行支援
○養育費保証支援補助金
文書による取決めをしてもなお養育費が確保できない場合、保証会社と養育費立替の契約をすることで養育費を確保することもできます。
保証会社と保証契約を締結した際に、本人が負担した費用を市が助成します。

ＱＲコード
【①公正証書等作成】
ＱＲコード
【②保証契約締結】
申請に当たっては、下記窓口への事前相談をお願いします。
❶　補助金の申請
　　公正証書等を作成した日が含まれる年度の翌年度の４月20日までに申請ください。
【共通書類】
　　・申請書※
　　・申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本
　　・世帯全員の住民票の写し
　　・補助対象経費の領収書等
　　・請求書※
　　・振込先口座を確認できる書類（通帳の写し等）
（※）申請する補助金によって様式が異なるため、下記URL及びQRコードからご確認ください。
【①公正証書等の作成をしたときの様式・記載例】https://・・・
【②保証会社と保証契約を交わしたときの申込様式・記載例】https://・・・
　【個別書類】
　（１）公正証書等の作成をしたとき
→公正証書（強制執行認諾条項付き）の写し　
（２）保証会社と養育費保証契約を交わしたとき
　　　　→公正証書（強制執行認諾条項付き）の写し
　　　　→保証会社と締結した養育費保証契約書
　　　（※）１年以上の保証契約に限る。
　（３）その他（必要に応じ、追加書類の提出をお願いする場合があります。）
❷　交付決定（京都市から交付決定通知書をお送りします。）
❸　交付（請求書提出後振込まで１箇月程度かかります。）
住所：
〒606-0864
京都市左京区下鴨北野々神町26番地
北山ふれあいセンター内
ＴＥＬ：　075-708-7750
開館時間：　10:00～18:00
定休日：　火曜日・祝日・年末年始
事業の詳細についてはゆめあすＨＰを御確認ください→
申請・相談窓口
京都市ひとり親家庭支援センター　ゆめあす
ゆめあすでは、養育費等に関して、女性弁護士による無料の法律相談※も実施しています（事前予約制）。お気軽に御利用ください。
（※）毎月２回（第１・第３月曜日）

ゆめあす地図
補助金申請から交付までの流れ
ＱＲコード
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